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乳児への麻疹・風疹混合ワクチン接種による

健康被害の実態ど被害救済

田中真介*

Health Hazard by Inoculation of Measles and Rubella (MR) 

Investigation and Report: Need for Improvement of Our Social System 
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百1ejapanese government has promoted prophylactic inoculation with Measles and RlIbella (MR) vaccine since 

2006， but over 72 infants and children had su庁eredfrom health hazards by the harmful e庁ectsof MR  vaccine. An 

infant had aCllte encephalopathy and had extreme physical and mental retardation a仕erinoculating MR vaccine at 

the age of 1 year 7 months in 2007. 1 investigated harmflll e長ctsof MR vaccination， and conclllded that MR  inoc 

ulation was the callse of this infant' s symptoms of physical and mental ailment. Conseqllently， the child and his 

family cOllld acquire social support from the pllblic welfare system in his life. A better social system should be 

made to actualize and secure their life， health， development and capabilities of all infants and children who Sllft"er 

from health hazard by vaccinations 
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1 .緒 Eヨ

( 1 )予防接種による副作用被害

国連総会では， 1979年に「侃!康宣言」が採択され，

それを契機に「すべての人に(山東を (Healthfor All)J 

をテーマどして，あらゆる人々の生命 ・健康 ・発達

を尊重し保障しようとするさまざまな取り組みがな

されてきた。一方で，命を救うはずの医療現場で，

医療過誤 ・医療事故によって多くの人たちが(建康被

害を受け，死亡や後遺障害を受ける事例が少なく な

い。わが国では，医療事故の発生件数が増加し続け

ており，大規模で長期にわたる医療被害も続発して

きた。例えばサリドマイド事件(睡眠剤サリドマイ

ドによる奇形の多発)，筋短縮症(解熱剤の注射の
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濫用)，スモン事件(整腸剤キノホJレムによる視力

障害や下肢麻海)，薬害エイス事件，薬害肝炎事件

などである。米国では，薬剤の副作用によって年間

10万人以上が死亡していると報告されており，死亡

原因の第 4位である (Lazarollet al.， 1998)。

第二次大戦後，わが国では予防接種の副作用によ

る健康被筈が多発し， 厚生労働省に被害が認定され

公的救済の対象 となって医療費などの支給を受けて

いる重い事例だけで計 4，000名以上に達した。

予防接種どは，免疫系の基本システムを応用し

て，感染症を予防するために作製されたワクチンを

生休に投与する医療行為である。特定のワクチンを

感染症予防のための社会的な医療制度どして導入す

るためには， ①(安全性 ・危険性)そのワクチンが
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人体にどって有害ではないこと。②(有効性)当該

の感染症に対する発症予防効果が明確であるこど。

そのうえで， ③(必要性)国民をその感染症から守

るためにそのワクチンが必要不可欠で、あること。こ

の三つの条件を満たしていなければならない。それ

もこの順に重要性が高く，どんなに必要で有効なワ

クチンであっても，副作用の発生率の高い，安全性

に問題のあるワクチンは採用できない。

しかしながら，国によってこれまで強制的に集団

接種されてきたワクチン，その中でも特にジフテリ

ア，天然痘(種痘)，インフルエンザ，日本脳炎，

MMR (麻疹 ・おたふく風邪 ・風疹)などの多くの

ワクチンが上記の条件を満たしておらず，そのため

多数の子どもたちに大きな被害をもたらすことに

なった。

本稿では，麻疹 ・風疹の予防のためのワクチン

(MRワクチン)を接種したのちに重篤な副作用被

害を受けた l歳児の事例を取り上げ， 筆者らが取り

組んだ被害救済の実践活動を報告する。それをもと

に，医療被害発生の社会的な構造を検討し，子ども

たちの生命 ・健康 ・発達を守り育てる医療ど教育，

社会制度 ・医療被害救済制度のよりよいあり方につ

いて考察を加える。

(2) MRワクチンによる副作用被害の発生と被害

救済

IMRワクチン」は，従来の麻疹ワクチンど風疹

ワクチンを混合したワクチンである。2005年6月

に承認され， 2006年 4月から定期接種として開始

された。併せて改正された予防接種法によって定期]

接種とされ，第 1 期(満 1 歳~2 歳未満)，第 2期

(就学前の 1年間)の 2回接種が行われている。

2006年の接種開始から l年半後の 2007年 9月 30

日の時点で，厚生労働省は， MRワクチンの全国集

計結果を 「中間評価」として公表した。それによれ

ば，第 2期のワクチン接種対象者数(就学 l年前の

幼児のほか希望者を含む)は，全国で1，181，908名，

そのうち接種を受けたのは 580，481名で，接種率は

およそ 48% (約 118 万人 ~I:I 58万人)であった。

副作用被害の発生状況については， 2007年 9月

の時点では国 ・厚生労働省は自治体からの報告の集

計値を公表していなかったが，2008年に「予防接

種後副反応報告書 (集計報告書)Jを出した。それ

によれば， MRワクチン接種後の副反応報告症例数

は72例 (98件)で，その一人が，新潟県で接種を

受け，重篤な副作用被害を受けた本件の児童であ

る。被害発生の経過を以下に要約する。

1 )被害発生と救済申請の否認

新潟県の男児(接種時 l歳 7か月)が， 2007年 4

月に MRワクチンを接種したのち， 23日後に急性

脳症を発症し， 重い後遺障害が残った。両親は 11

月に，居住地である新潟県胎内市に健康被害の救済

を申請したが，国はワクチン按種と被害どの因果関

係を認めず，被害救済申請を否認した。それを受け

て胎内市は， 2008年 9月に被害児ど両親に対して，

医療費等を不支給とする行政処分を下した。

2) 審査請求による救済

男児の両親は， 厚生労働省の否認及び胎内市の医

療費不支給の処分に対して，行政不服審査法に基づ

いて新潟県に審査請求を行った。それを受けて新潟

県は，独自に 4名(医師2名，弁護士 l名，学識経

験者 l名)を参考人として，本件についての鑑定を

依頼した。

医学的な面から医師らが，法的な面から弁護士

が，また被害研究 ・発達研究の立場から筆者が，基

礎資料ど両親による審査請求書をもとに， 今回の健

康被害の発生の経緯をそれぞれ独自に綿密に検討し

た。その結果，参考人全員がワクチン接種ど本件児

童の健康被害どのあいだには関連があるど認定し，

本件児童は救済されるべきど結論した。この鑑定報

告をもとに新潟県は， 2010年 7月に， MRワクチ ン

接種と健康被害とのあいだの因果関係を認めて胎内

市の不支給処分を取り消すとの裁決を下した。

この裁決結果を受けて，国・厚生労働省は， 2011 

年6月に感染症 ・予防接種審査分科会で「予防接種

健康被害再審査部会」を聞き， I県の裁決を覆す新

たな証拠はない」としてワクチン接種ど健康被害の

あいだの因果関係を認定した。それをもとに胎内市

は同年 8月，被害児の両親に対して，医療費等を支

給する旨を通知した。被害発生から 4年以上が経過

していた。

3)被害救済制度の概要と問題点

図 lに，予防接種による健康被害が発生した場合

の対策過程の概要を示す。予防接種後の健康被害に

対する救済制度では，健康被害を受けた者が市町村

に申請 し，市町村は都道府県を通じて国(厚生労働

省)に進達することどなっている。次に厚生労働省
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図 1 予防接筏健康被害発生時の対策の概要

の予防接種審査部会の中の「疾病 ・障害認定審査

会」で専門家の意見が聴取され，予防接種ど健康被

害どの因果関係の有無が判断される。医|果関係が認

定された場合には医療費などの支給が認められる。

救済対象は予防接種法に基づく予防後種を受けた場

合にかぎられる。

被害認定の申請者は，自治体の行政処分に対し

て，行政不服審査法に基づいて「審査請求」を行う

ことができる。1976年に予防接種法にワクチン被

害に対する救済制度が盛り込まれた。しかし，いっ

たん固によってワクチンと被害のあいだの因果関係

が否認されて自治体が医療費不支給処分を行った場

合には，たどえ審査請求がなされても，ほとんどが

棄却されてきた(田中真介， 1996)。これまで処分

が桓された例は 3例(大阪府，兵庫県および本事

例)のみである。本件は，自治体が独自に医学的 ・

法的な調査を行って国の否認の判断を覆した最初の

貴重な事例である。

2. 新潟県 MR予防接種被害に係る医療費等の

支給申請事案の審査請求に関する

鑑定結果の概要

本事例への医療費等の 「不支給」処分の是非を新

潟県が裁決するにあたって， 筆者は，参考人として

の意見を 「鑑定報告書」としてまとめた(田中真

介， 2010)。その鑑定内容をもどに， MRワクチン

接種とその後に生じた脳症などの重篤な健康被害ど

のあいだの因果関係の立証経緯を以下に示す。

( 1 ) 被害児童と事実経過の概要

1 ) 被害発生から審査請求までの事実経過

対象児童は新潟県胎内市在住の R児。2005年 9

月 10日生まれ。2007年 4月の MRワクチン接種H奇

l歳 7か月(鑑定報告書提出時の 2010年 3月には

4歳 6か月)。家族構成は父，母，兄，姉，本人の 5人

家族。 また，祖父ど祖母が療育を援助していた。

本児は 2007年(平成 19年)4月 25日に新潟県胎

内市で MR ワクチン接種。 その後 5 月 l 日にb~I!7J< • 
咳， 5月 3日に熱性けいれん， 5月 18日に発熱 ・け

いれん ・意識障害。急性脳症の後遺症による痘性凹

Jj支麻癖 ・精神遅滞 ・てんかんを発症した。

そのため，同年 11月 19日に被筈児の保護者が

「予防接極による健康被害に係る医療費等の給付申

請」を行った。

2008年(平成 20年)1月 81':1に新発田地域予防接

種健康被害調査委員会開催。 2月 1日に胎内市より

厚生労働大臣に進達。7月 23日に厚生労働省 「疾

病 ・障害認定審査会」は，医療費等の給付申請を

「否認Jo9月!o日に厚生労働大臣が胎内市長あて

に 「否認」通知。9月 22日に胎内市長が申請者に

「不支給」通知。対象児童および保護者は， 11月 21

日に行政不服審査法に基づいて審査請求を行った。

2)審査請求に対する裁決に向けた検討課題

・新潟県 (審判庁)の検討課題:(諜題 1)手続

き上の暇疫の検討.調査委員会の調査方法，委員の

選任が正当であったか等。(謀題 2)行政不服審査

法第 27条に基づく参考ノ¥からの意見聴取(鑑定)。

聴取テーマは， ①医学的見解の補強，②法的側面，

③請求者から要請のあった参考人の意見(筆者)。

新潟県の担当職員が参考人ど商談して資料提供ど説

明を行い，参考人は鑑定蓄を提出した。

・参考人としての検討課題:筆者は， まず第一

に，不支給処分の妥当性を検討した。特に，不支給

処分の根拠となった事実資料，および予防接種ど副

反応症状の因果関係について綿密に検討した。

そのうえで，予防接種制度のあり方，特に，予防

接種の基本的な見方，予診方法，健康被害救済シス

テムの改善課題に焦点をあてて考察を加えた。 ま

た，関連する研究論文 ・資本:31などの参考情報を提供

した。

3) 鑑定資料:新潟県より参考人に提供された資

料の一覧 (本論文に関連する主要資料を抜粋・

要約)

【No.1 ~3】 進達書類，予防接種健康被害調査委

員会の関連資料(健康被害調査票，議事録，委員名
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簿)。関連病院の診療記録， 主治医の報告書，予防

接種副反応報告書。家族「確認依頼J(H20.2.1)調

査委員会議事録への奥議。

【No.4~9] 胎内市長「不支給の通知J (H20.9.22)。

父 「審査請求書J(H20.11.21)， I意見書J111本英彦

(H20.11.19)ら医師 3名及び「具 申書J(H20.12.16)。

新潟県保健環境科学研究所のウイノレス培養検査結果

(すべて陰性)(HI9.7.3)。父 「要望書J(H20.12.22) 

否認理由の開示依頼， 栗原敦「意見書」。

(No. 10~19】胎内市 「弁明書J (H21.1.19)。父 「弁

明書への反論J(H21.2.23)， I議事録公開の要望書」

(H21.4.3)， I不開示の理由書」 への意見 (H21.2.1 8)。

新潟県 「口頭意見陳述録取書J(H21.4.13)。父 「補

強資料J(H21.9.8)ポリオワクチン後の死亡事例，伊

丹市での逆転認定の例 CHI6.7.7兵庫県知事の裁決)

等。父「審査請求についての意見J(H22.2.10)。厚

労大臣「証拠書類J(H21.3.2)感染症 ・予防接種審

査分科会議事録 (H20.7.23)。予防接種法の資料等。

(2)資料検討の方法と観点、

1 ) 方法論の検討

筆者は，ワクチン接種とその副反応どみられる諸

症状どの関連性について，通常の医学的な因果関係

の分析手法だけでなく，因果関係の可能性を探索

的・総合的 ・分野横断的に検索し検証する分析方法

を検討して，ワクチン副作用被害の実態解明ど被害

救済に活かしてきた(田中真介， 1995)。

また，実際にワクチン接種によって重;篤な健康被

害を受けた乳幼児の療育生活に参加して追跡調査

し，ワクチン接種を受けた子どもたちがその健康と

発達に実際にどのような影響を受けたのかを正li在に

把保するとともに， 家族の生活実態の図書uさを明ら

かにする基礎研究を行ってきた。さらに，それらの

基礎資料に基づいて， 予防接種*IJ度および予防接種

健康被害救済制度の改善課題を検討し提起してきた

(田中真介， 1999)。鑑定書では， このような基礎研

究 ・被害研究の立場から関連資料を綿密に分析し，

参考意見を述べた。

2)資料検討の観点、

対象児は， 2007年 4月25日に MRワクチンを接

種したあと，感冒症状ど発熱，けいれんを発症し，

5月 18日には発熱・けいれん・ 意識|障害を発症し

た。被害の実態を正確にとらえ，ワクチン接種後の

諸症状の発症の しくみを明 らかにしていくために

は， 筆者は参考人として，次の三つの観点について

の検討が必要と考えた。

① MRワクチンを接種したことそのものの影響。

②本対象児には熱性けいれんの既往歴があったこ

ど， また実際に， MRワクチン接種後に熱性け

いれんを発症したこと。

③抗けいれん薬に加えて解熱剤(アセトアミノ

フェン製剤)が使用されたこと。

鑑定書ではこれらの観点から，ワクチン接種どそ

の後の諸症状どの関連性について総合的に検討し，

因果関係を否定できないことを論証 した。 さらに，

匡|・ 厚生労働省による公的な救済のあり方に関する

参考意見をまとめた。

(3) MRワクチン接種による健康被害の発生と被

害救済申請までの経過のまとめ

1 )予防接種後の副反応の発症経過

対象児の予防接種後の副反応の詳細な発症経過ど

医療内容について，上記三つの観点に関連する事実

を中心に概括する(資料 NO.lおよび No.2)。

2007年4月 251::1:MRワクチン接種を受ける。

5月 1日(接種後 6日1::::1):鼻水・ l咳などの感冒

症状が出始める。

5月21:=1 C接種後 7日目):橋本医院を受診。体

協 37.0度。「内服薬」を処方 される。薬剤の内容 ・

量 (解熱剤の内容など)の再確認， また，被害児童

が実際に内服した量なとや保護者に確認する必要。

5月3日(接種後 8日目)・自宅で痘態。中条中

央病院を受診。 休温 40.0度。「熱性けいれん ・咽喉

炎」と診断され，解熱剤「ア/レピニ一斉IJJを処方さ

れる(資料 No.l)。抗けいれん薬「ダイアッ プ剤」

は保護者が以前の残りをもっており医師が使用を指

示(保護者は使用せず)。

5月 7EI C接種後 12日目):体温 36.9度。解熱し

ていたが，鼻水ど l咳が続く 。アjレピニー坐剤，ダイ

アップ坐斉Ij等を処方される。

5月 18EI C接種後 23日目):保育園で休祖先度

台の発熱とけいれん。午前 9時に中条中央病院に救

急搬送。ダイアップ坐剤を掬入，いったん帰宅。午

後 8時頃，再度けいれん出現。ダイアップ坐剤を婦

人。1:1:]条中央病院を再受診。午後 11時 20分に新発

田病院に救急搬送。けいれん頻発と意識障害がある

ため入院。後日，頭部 MRIの所見をもとに 「急性

脳症」 とII(ff定診断された。
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後迫障害どして，痘性四肢麻締，精神遅滞，てん

かんがあり ，全面介助が必要である。さらに，ワク

チン接種前には独立で直立二足歩行ができ，対象ど

対応した有意味語の発声も始まっていたにもかかわ

らず，ワクチン接種後には，歩行のみならず独立坐

位も困難となり，言語も失われた。家族の必死の介

護によって，最近になって腹ばいでの移動が可能と

なり，笑顔が戻りつつある。

2)予防接種健康被害調査委員会での審議内容と結
三ι
E岡

本件対象児の保護者より 2007if (平成 19年)11月

19 EIに被害認定申請を受けて，JJ台内市は，2008年

(平成 20年)1月 8日に 「新発田地域予防桜種健康

被害調査委員会」を開催 した(資料 No.l)。

本調査委員会は，診療記録などの事実資料の検討

と意見交換をもとに，ワクチン接種どその後の発症

との聞の因果関係を否定できない(因果関係があり

うる)と結論した。これを受けてf1Ei内市は，関係書

類を添えて厚生労働大臣あてに{建康被害認定の申請

を行った。

(4) MRワクチン接種とその後の諸症状との因果

関係についての総合考察

1) (観点 1)MRワクチン接種そのものによる

直接の副反応症状の発症機構について

MRワクチン接種ど疾病どの直接の因果関係につ

いて， 筆者は，先行研究をもとに，改めて検討すべ

き仮説と，そのための基礎資料の新たな収集方法に

ついて以下のように提案した。

直~1t 11: MRワクチン接種ののち，雌 21日以

後であっても，副反応は現れる可能性がある。

(仮説設定の根拠):これまで実施されてきた，麻

しん単独ワクチンでの副反応報告の資料に基づく 。

厚生労働省 (1994~2005) は， I予防接種ど 子ども

の健康Jにおいて， I麻疹生ワクチン接種後副反応

発現までの日数」のデータとして，抜積後 28日目

に発症した事例を示している。山本英l事 (大阪赤十

字病院，救急、部長) も 「意見書J(資料 No.7) の中

でそのような事例があ ることを指摘した。これまで

の麻疹単独接種での副反応報告では，桜紐 15日以

後に脳炎 ・脳症が4例報告されており，そのうちの

上記 l例が接種後 25日以後 (281三"三1)の報告と

なっている(木村三生夫ら， 2006)。

新発田病院では，本件対象児の各磁の症状の発症

原因を明らかにするために，各種の病原体検査を実

施した。 しかし，原因どなる ような病原微生物は検

出されなかった(資料 NO.lおよびNo.7)。 このこ

とから，5月 18日以後の諸症状の発症は，何らか

のほかの偶発的な感染症によるものではなく ，4月

25日の MRワクチン機種が原因となった可能性が

高いと考えるべきである。

料*参考情報(資料 NO.IどNo.7):新発田病院 KI玄

帥による対象児についての各種の原因検索の検査

結果 i①ょ;;d腔・使培養検査， ②インフノレエンザ

迅速診断，③使ロタ ・アデノウイルス迅速診断，

④髄液 HSV.lfLl清 HSV，⑤髄1夜HHV6.HI-lV7， 

⑤I I I~I頭*I~液 ・ 髄液 ・ 使ウ イ ルス分自H ， いずれも陰

性 ・検出されず。さらに入院11寺に高アンモニア印

症なし ・高度の代謝性アシドーシスなし，高度の

1.IiWI~質異常 ・ 低JÍll糖なしJ。

この検査結果を根拠どして， K医師は i(5月 18

日発抗の急性脳症の)原因を特定する検査結果は

認められなかった。麻疹，風疹混合ワクチン後極

後4週間以内の発疲であり ，関連は否定できない

と考える」と結論し報告した。

2) (観点2)熱性けいれんとの関連

MRワクチン接種ののち に発熱，けいれん，そし

て意識障害を発症していく生理学的メカニズムとし

て，本件の場合， さらに次の仮説を検討する必要が

あると考える。

匝副 MRワクチン接種が「熱性けいれん」

を刺激し誘発するとともに，それらが関連しあって

その後の 「急性脳症j などのさらに強い副反応症状

を発症させていった。

(仮説設定の根拠 1) :本児には，生後 10か月時

に「熱性けし、れん」の既往l震があった。その後約

9カ月間は熱性けし、れんは観察されていない。 しか

し l歳 7か月時での MRワクチン接種のあど，接

種後 8日目の 5月 3日にけいれんと 40度の高熱そ

発症し I熱性けし、れんJ(および咽頭炎)ど診断さ

れた。

この経過からみて，MRワクチン接種がこれらの

「熱性けし、れん」の諸症状を誘発するとともに，そ

れど連関しつつその後にさら に重いけいれんど発

熱，そして意識陥筈を発症するに到った可能性があ

り，ワクチンと熱性けいれん，およびこれらの諸症

状との関連念総合的に検討し直す必要があろう。

ワクチン接種どその後の諸症状どの関連性を，

l対 lの単一の因果的関係だけでとらえるのではな
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く，発症プロセスで生じた諸要因の相互作用を総合

的にとらえていくことによって，発症に至った全体

のしくみと過程がよりよく理解できると考える。

本児は， 5月3日に「熱性けいれん」が再発した

後も不調が続き， 5月7日にも橋本医院 (MRワク

チン接種医)を受診して抗けいれん剤ど解熱剤を処

方されている。 しかし， 5月 18日には再び 38度以

tの発熱とけいれん，意識障害を生じるに至った。

本児には他の感染症への擁患を示すような病原体

は検出されておらず，原因どして考えるべき最も明

確なエピソードは， MRワクチン(弱毒生ワクチン)

の接種そのものどいえよう。その混合ワクチンの桜

種後に「熱性けいれん」が誘発され，それがさらに

連鎖して (MRワクチンの害作用と熱性けいれんの

影響がil寝鞍することによって)徐々に強い副反応が

出現していったことが推察され，その観点から諸資

料を再検討する必要があるど考える。

(仮説設定の根拠2):MRワクチンは新しいワク

チンであり ，副作用情報の収集ど分析がまだ十分な

されていないこど。

厚生労働省 (2007)I予防接種後副反応報告書 ・報

告基準」では，第一 2段の「麻しん，風疹」の欄に，

副反応の く|臨床症状〉とく接種後症状発生までの時

[M'))どして， I①アナフィキラシー (24fI寺間)，②脳

炎 ・lIi五症 (21日)，③その他けいれんを含む中枢神

経症状 (21I三1)，④上記症状に伴う後遺症へ ⑤そ

の他，通常の接種ではみられない異常反応*(水時

間 ・日数の限定なし一引用者註)J と記載されてい

る。これらは，麻疹 (M)ないし風疹 (R)の単味ワク

チンの接種の場合の副反応発生の基準日数(基準時

間)であり，麻疹ど風疹を混合した， (今回問題ど

なっている)MRワクチンについては， 2006年4月

に開始されたばかりで，副反応の発生の実態や生理

学的機序については十分検証されていない。

MRワクチンを接積した場合に，副反応の発症は

21日以内に収まる， ど科学的に断定するためには，

この混合ワクチンの接種後に，どのような経過を経

て副反応が生じるかを観察し基礎データを収集し分

析する必要がある。そのうえで，これらのデータ

を，それぞれの単昧ワクチンだけの接種の場合の高1)

反応の出現のしかたについての観察データど比較検

言サしなけtLばならなし、。

そのような厳密な調査研究の結果，く接種後の高1)

反応の症状が発生するまでの時間〉について，両群

(混合ワクチン接種鮮と単I床ワクチ ン接種群)の聞

に有意差が認められず，副反応の出現がいずれのワ

クチンの接種後にも 21日以内に限定して観察され

るならば， MR混合ワクチンであっても，それぞれ

の単味ワクチンであっても，高1)反応は接種後 21日

以内に生起すると結論することができる。逆に，こ

れらの比較検討が行われていない現段階では IMR

混合ワクチン接種後の副反応は，接種後 21日固ま

でしか生起せず，22日目以後には一切生じない」

ど結論することはできない。

神**参考情報-

1 )山本英彦(大阪赤十字病院) も意見書の中で， I制

度の趣旨からして， 23日は 21日以後であるから

否認というのはどうか?まして MR混合ワクチン

での脳炎脳症がどのくらいまでで発症するかの

データ蓄積は不卜分であり， 21日以後だから違う

というのは暴論である」と指摘した(資料 No.7)。

2) I予防接種の手引きJ(2006)において， MMRワク

チンの制度化を強力に推進した当事者である木村

三生夫自身が，今回の MRワクチンの実施にあ

たって 1M(麻しんワクチン)と R (厄l疹ワクチ

ン)を混合して接種するこどがRの副作用を指強

する可能性を否定しきれない。国家的規模で MR

混合ワクチンが使用されてはじめて回答が得られ

る」と述べている(木村三生夫ら， 2006)。

3) (観点3)解熱剤の使用の影響

直副:解熱剤の使用によって，ワクチンによ

る副反応の諸症状の発症が潜在化 ・遅延化した可能

性がある。

本件の対象児は， 4月 25日の MRワクチン接種

後，鼻水やl咳が続くとともに， 5月3日には体温 40

度，7日には解熱するも鼻水 ・咳がつづいていた。

橋本医院で 3日ど 7日にアノレヒ。ニー坐斉iJ(アセ卜ア

ミノフェン)を処方され服用している。

対象児は，熱性けいれんの既往体質をもっどとも

に，そこにくM Rワクチン接種)，上述の く熱性け

いれん〉に伴う発熱どけいれん，それに対する くダ

イアップ坐剤)(抗けいれん削ジアゼパム。GABA

受容体に結合し GABAの中枢抑制作月?を増強する

薬剤)の投与，さらには解熱剤である くアノレヒ。ニー

坐剤〉の服用喜子経験 した。4月 25日以後， ワクチ

ンどこれらの薬剤による諸作用が幅鞍することに

よって，対象児には 5月 18日に重篤なけいれんど

意識障害が発症するに至った可能性がある。
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(仮説設定の根拠)・ 解熱剤 「アlレヒ。ニ一斉Ij(アセ

トアミノフェン製剤)Jの影響について 本対象児

に5月に処方された解熱剤は，アセトアミノフェン

を主成分どする解熱剤である。近年，解熱剤のう

ち，ジクロフェナク系(市!仮名 「ホ)レタレン」等

の，非ステロイド抗炎症斉IJNSAIDs解熱剤)の解熱

剤には，脳症や低体温症， 意識障害，運動障害や異

常行動などの副作用被害が報告され， 子どもには禁

忌，成人でも処方には留意すべき薬剤とされてい

る。それに対して，アセ卜アミノフェン系の解熱剤

は神経系への作用機序が異なっており ，乳幼児にも

投与が認められてきたが，最近，アセトアミノフェ

ン系の解熱剤においても，その過量な投与によって

重篤な副作用が生じる場合があることが明らかにさ

れ始めている(参考情報を参照)。

本対象児の場合には，解熱するために適正な量が

処方されており，本剤そのものの投与方法には問題

はなかったと見られる。 しかしながら，本剤には，

医薬品情報の文書にも記載があるように，感染症を

不顕性化する場合があることが指摘されている。ま

た，水痘症などの感染性疾患に権思 している場合，

その治癒が有意に遅延すると報告されている。

そのような不顕性化・ 治癒の遅延化の作用がある

ために，MRワクチンなどの生ワクチン接種後にこ

れらの薬剤lが連続投与された場合，ワクチンの副反

応の発症もまた潜在化・ 遅延化させるおそれがある

と考える必要があろう。それゆえ，本対象児の MR

ワクチン接種から副反応の生起までに，これまでの

他のワクチンで副作用被害を受けた事例よりも|時間

(日数)がかかった理由のーっとして，本斉IJのよう

な解熱剤 ・鎮静剤の継続投与の影響を考慮する必要

があり，データを再検討する必要があると考える。

料ネ参考情報:

1 )アセトアミノフェン系解熱剤は， NSAIDs系の解

熱斉11 (ホ、lレタレン系のrWI炎鎮痛解熱剤)ほどでは

ないにしても，平熱まで解熱するこどを目的どし

て， 多めに，あるいは大量を使用した場合には多

くの副作用が生じるこどが報告されている。

例えは¥水痘の小児に対するランダム化比較試

験で，治癒が有意に遅延することが示 された

(Doran et al.， 1989)0 n文l(U症性ショックに関するラ

ンダム化比較試験では，死亡者数が峰山lしたとの

知見がある (Shulmanet al.， 2005)。 また，横田ら

は，アセトアミノフェンど異常・言動とのあいだに

有意な関連があることを示した(横田俊平ら，

2007)。
2)一般の医薬品情報の文書においても，ア jレピニ一

斉11 (アセトアミノフ ェン製剤)の処方にあたって

は，I重要な基本的注意」どして次のように注意

がl喚起されている(要約)0I①患者の状態を十分

観察し，副作用の発現に留意する。特に高熱を伴

う高齢者およひ、小児等又は消耗性疾患の患者にお

いては，投与後の患者の状態に十分注意する。②

高齢者および小児等には副作用の発現に特に留意

し，必要最小限の使用にとどめるなど慎重に投与

する。③感染症を不路上It化するおそれがあるの

で，感染症を合併しているE患者に対してmし、る場

合には，適切な抗菌剤を例用し，観察を 卜分行い

慎重に投与する」。

(5) MRワクチンと健康被害との因果関係の「否

認」と「不支給」処分についての意見

厚生労働大臣の因果関係の否定による健康被害

(疾病および陣筈)の認定の 「否認J，および胎内市

長に よる 「不支給」処分について， 筆者は参考人ど

しての意見を以下のように結論 した。

(結論) 本鍛定書に述べてきた論点ど論述内容に

基づき，参考人は，厚生労働大臣の因果関係の否定

による健康被害の認定の 「否認」 および胎内市の

「不支給」処分は取り消されるべきであるど考える。

(理由) これまでに述べてきた諸観点に加えて，

「不支給」の処分そのものについて，参考人が取り

消しと判断した理由ど検討諜題を以下にまとめる。

1) (不支給処分についての検討課題 1) : 

厚生労働省は，被害を受けた本件児童の疾病 ・障

害の認定を 「否認Jとし，それを受けてfj台内市は，

被害児の家族が負担した医療費等を「不支給」処分

どした。 しかしながら， 厚生労働省の疾病 ・障害認

定審査 会 (および厚生労働大臣)は，因果関係の否

定ど健康被害認定申請の否認の理由どして， I当該

予防接種ど疾病どの因果関係について否定する明確

な根拠はないが，通常の医学的見地によれば否定す

る論拠がある」ど述べたにとどまり ，その論拠の具

体的な内容は何ら示 さなかった。 この文書内容で

は，不支給の理由を申請者やその家族のみならず，

一般の国民は処分の根拠を全く理解することができ

ない。それゆえ，厚生労働省の「否認」の決定に真

に合理的な迎1由があるかどうかを判断することがで

きない。

さらに，厚生労働省で本件を審査した「疾病 ・障

害認定審査会，感染症 ・予防接種審査分科会」の議
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事録(資料 No.17)を参考人は精査したが，そこに

は， MRワクチン接種がその後の諸症状の発症の原

因ではないことを証明した合理的な事実資料および

理論的恨拠について，何ら明確には述べられていな

かった。また，本鑑定書で、提起されたような広範な

観点から，本件が綿密に検討された形跡もまったく

なかった。

以上から，厚生労働省 「疾病 ・障害認定審査会，

感染症 ・予防接種審査分科会」では，本件対象児の

MRワクチン接種ど副反応被害のあいだの因果関係

について十分な審議がなされたとは言い難く，さら

に答申には本分科会で「否認」どの結論に至った合

理的な理由が示されているということはできない。

胎内市は，この厚生労働省の決定を根拠どして，

健康被害の認定申請者に対して医療費等を 「不支

給」どした。 しかしながら，上述のように， この

「不支給」処分の根拠どなった厚生労働省の因果関

係の「否認」は，妥当な審議を経て結論が出された

とは言い難い。処分の根拠どなった審議内容が慎重

に再検討される必要があることから，原処分はここ

で取り消されるべきであると考える。

2) (不支給処分についての検討課題2): 

本対象児が受けた 当該のMRワクチン接種とそ

の後の各種の疾病とのあいだには，因果関係がない

と判断できるような事実 (臨床経過や検査結果)は

観察・把握されていない。また，上述のように，厚

生労働省の審査会でも， i因果関係を否定する論拠

がある」どしながらその論拠が示されていなかった

(資料 No.4)。

一方，本鑑定書で提起した新たな観点について詳

細に検討するこどによって，予防接種ど疾病とのあ

いだにこれまで潜在して認識しがたかった因果関係

が検出でき，明確に実証できる可能性があるこどが

示 された。それゆえ，厚生労働省の審査委員会で

は， MRワクチンによって生じた健康被害状況につ

いて，本鑑定書を含め，今回の審査請求にあたって

見解を述べた 4名の参考人，また，本件対象児の家

族，審査請求代理人らがそれぞれに指摘した見解や

参考文献および意見書に基づいて，再度精査し検討

する必要がある。MRワクチン接種と健康被害どの

因果関係に関するあらゆる可能性が吟味されて初め

て，被害認定の申請者にも納得のいく調査と審議検

討が行われ，固と地方自治体の説明責任ど社会的資

任が果たされることになろう。

どんなにわずかでもワクチン接種が健康被害を生

じた可能性があると判断できる場合には，予防接種

を実施した側として国は，本件対象児どその家族に

対して速やかに救済策を発動することが，これまで

国自身によって整えられてきた予防接種による健康

被害救済の諸制度の基本精神であると考える。

3. 予防接種による健康被害の救済について

( 1 )予防接種制度および被害救済制度の改善課題

新潟県知事は， 4名の参考人の鑑定報告に基づい

て，本件対象児の MRワクチン接種とその後の疾

病とのあいだの因果関係を認定し，医療費等を不支

給どした胎内市の原処分を取り消すと裁決した。

本件 MRワクチン被害事例をもどに， 予防接種

制度について，多くの改善課題を提起することがで

きる。ここでは，本対象児の健康被害に直接関連の

あった①予診システムどワクチン接種方法の改善の

必要性，および②健康被害の発生が従来の期間に限

定されない可能性があるゆえに，被害調査の範囲を

拡大する必要があることについて述べる。

1 )予診システムとワクチン接種方法の改善

本対象児は「熱性けいれん」の既往歴があり，ワ

クチン接種にあたっては， i予防接種を受ける判断

を行うに際して注意を要する者」に該当していた

(厚生労働省 「予防接種ど子どもの健康J2005)。 し

かし本児の保護者の 「口頭意見陳述J(資料 No.13) 

の内容からみても，接種医師や担当の保健師による

慎重な予診 ・問診はなされず，また，接種後の慎重

な健康観察も行われなかった。本児の場合に限ら

ず，予防接種の現場にはこのような実態があり，改

善が急務である。

ワクチンによる副作用被害は，決して自然発生的

lこ一定の小さい確率で起こるのではない。副作用被

害の発生確率は， ①医学的・薬理学的， ②社会的，

③経済的，それぞれの諸要因によって左右されてき

た(田中真介， 1999および 2007)。

例えば， ①では「ワクチンの質」の向上や 「ワク

チン接種方法」の改善，②では「予診のシステム・

方法 ・条件」の改善，③ではワクチン行政の当事者

である 「製薬企業と厚生労働省」への生命尊重の考

え方の浸透度， これらによって副作用被害の発生確

率は現に大きく減少してきた。逆に， 1989~ 1993 
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年の MMRワクチン被害事件(死亡 6名，無菌性i凶

膜炎 1，754r:，)のように，企業利益が優先され，副

作用被害の発生はワクチンが原因でないとされて接

種が継続されたような場合には，副作用被害の発生

確率はきわめて高かった。

副作用被害をどのようにして少なくしていくか

は， 子どもたちの生命を守るために今後速やかに検

討し問題を改善すべき重要な課題であろう 。本事例

を教訓どして，接種担当医師および保健師らによ る

予診システム，およびワクチンの接種方法について

は，次の点を確認し早急に改善ーする必要がある。

①対象児の既往歴を慎重に確認し，接種禁忌事項に

該当 していないかどうかを確かめる。また，既往症

の発症からワクチン接種までに，どれほどの期間を

あける必要があるか等について正確な情報を事前に

説明する。②健康被害を受けた場合の予防接犠健康

被害救済制度による援助 ・救済について，手続きの

仕方も含めて正li在に説明する。③熱性けいれん等の

既往歴のある子どもへの接種方法，接種後の観察な

ど配慮すべき内容について確認し事前に説明すると

ともに，副作用の発症への対応体制を整えておく 。

粟屋ら (2002)は， 痘鐙性疾患の既往のある子ど

もへの麻疹ワクチンの援額方法について， ①最終発

作から 2~3 カ月おく， ② 15 分以上の長時間の痘聖堂

発作の既往がある場合には小児神経専門医の診察ど

指示 を受ける， ③保護者への十分な説明ど同意，

④発熱ど痘聖堂への事前対策，など、、を提起している。

2)予防接種健康被害の新たな実態調査の必要性

今回の MR混合ワクチン接種による副作用被害

を，国はワクチン接種と無関係な事象どとらえ，因

果関係を認識できなかった(認識しよ うとしなかっ

た)。 しかし本事案は，むしろ接種後 21日以後に重

篤な副反応症状を示 した重要な典型事例どと らえ，

これ以上の被害の拡大を防止するために，新たな対

応施策を立案 し発動する必要がある。 この事例が

MRワクチン接種の副作用を受けて重度の脳障害を

発症したのならば(そのように立証される可能性が

高い ことから)，実際の母集団(これまで MRワク

チン接種を受けた多数の子どもたち)には，もっど

多くの副作用被害が潜在し見逃されてしまっている

と推定しなければならない。 このことを想定して，

予防緩種による健康被害の報告条件を広げ，速やか

に被害事例の広範な調査を開始すべきである。

MRワクチン接種制度が 2006年にスター卜した

のちに，もっと多 くの副反応事例が実態として生起

しているにもかかわらず， MR混合ワクチンの副反

応に関する調査研究 ・メカニズム研究は十分でな

い。ワクチン接種による健康被害の 「報告基準」 も

実際には十分には検討されておらず，麻しん，風疹

の1ii味のワクチンで、の経験に頼った基準設定にとど

まっている。そのために，接種してから 21日以後

に副作用の諸症状を発症した子どもたちの多くの被

害事例が見逃され，報告さえもされずに放置されて

いるおそれがあろう 。それゆえ， これまで接種を受

けた子どもたち全事例について再度追跡調査を実施

し， MRワクチ ン接種後に重篤な副作用被害を受け

たどみられる子どもたちがどれほどし、るのか，そし

て，どのような症状を呈 し， どのように治療を受

け，現在はどのように生活しているのかを綿密に再

調査する必要がある。

さらに， 2006年 4月から開始されたこの MRワ

クチンについては，接種方法もそれまでの単味ワク

チンど異なっている。麻疹や風疹の単味ワクチンが

それぞれ l巨lだけの接種だったのに対して， MR混

合ワクチンは 2巨l接種どなった。それゆえ，このよ

うに接種方法を変更したことが，子どもたちの健康

にどのような影響があるのかについても再調査し科

学的に再検証しなければならない。2巨|接種によっ

て副作用被害が培えているか否か，被害が培えてい

るとすればどのような実態なのかについて，広範な

調査による基1遊資料の収集ど分析が不可欠である。

*同 参考情報:

1 )山本英彦 (2007)は，ビケン製のワクチンについ

て，麻しん単独ワクチン接積後に比べて， MR 混

合ワクチン緩種後の方が発熱 ・発疹どもに高IJ反応

の発生率が高いこどを報告した。弱毒生ウイノレス

を過量投与することになっているので，当然の結

果であろ う。また，日本製の MRワクチンには，

例えば販売名「ミ ーノレピックJ0.51111中に，麻疹

(田辺株)5，000単位ど，風疹 (松浦株)1，000単位

が含まれている。麻しんワクチンに関しては，ア

メリカは 1，000単位のみである。|三l本はアメリカ

どは株も量も異な るワク チンを使用していると み

ておく必要があり ，抗体応答も噌強されているた

めに副作用被害の発生頻度および発症症状の重症

度も増大 していると推定される。調査が必要であ

る (111本英彦，2007)。

2)厚生労働省「予防楼騒と 子どもの健康J(2005年
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版)では 1"'7 予防接種そ受けに行く前に」の

項目中に，次の事項が説明されている。1"'(1)一

般的注意， (2)予防接種を受けることができない

者，(3)予防接種を受ける判断を行うに際して注

意を要する者， (4)予防接種を受けたあとの一般

的注意事項 ー」。この最後の，1予防後種を受けた

あとの一般的注意事項」の一つに， 1接種後，生

ワクチンでは 4週間，不活化ワ クチンでは1週間

は副反応の出現に注意しましょう」と明示されて

いる(資料 No.l，厚生労働省， 2005)。

この冊子 「予防接種ど子どもの健康」は，予防

接種ガイドライン等検討委員会による編集で 1994

年9月に第 l版， 1995年に改編版， 2003年 11月

に改訂版(第 2版)が出され，さらに 2005年に改

編版が出されている。本Iln子の 1994年の初版で

は，同じ項目の「予防接種を受けたあとの一般的

注意事項Jの説明内容は 2005年版どは「注意すべ

き期間」が異なっており， 1接種後，生ワクチン

では 2~3 週間，不活化ワクチンでは 24 時間は副

反応の出現に注意していきましょう」どなってい

た(下線は引用者)。すなわち，副反応に留意す

べき期間が麻疹や風疹などの生ワクチンでは，

1994 年の 12~3 週間」 から，その後の改訂で 14

週間J(以上)にフォロ 一範囲が広げられている。

このことは，ワクチン研究およびワクチン被害に

関する調査研究の進展によって，事実をもとに実

態を正確にとらえることができるように，また丁

寧なフォローができるようにするために， 1高Ij反

応に留意すべき期間」が適切に延長されてきたど

評価することができる。

本件においても， 単に 「麻疹や風疹のワクチン

による副反応の報告基準は 21日とされているか

ら，それ以後の発症事例は取り扱わない」などと

いった機械的な対応をするのではなく，むしろ逆

に，被害を受けて後遺症に苦しんでいる子どもた

ちが語る声なさ声に耳を傾け， MRワクチン接種

による副反応は接種後 21日以後であっても起こ

りうるど考えて副反応情報を収集し，被害の実態

を正確に把握する必要があろう。

3)前橋市医師会の由上修三は，インフルエンザおよ

びMMRワクチンに関する先駆的な調査研究を

fiってきた。ワクチンによる副作用についても，

接種後 1カ月間にわたって副作用の諸症状の発症

状況をフォローするなどの綿密な実態調査を行

い，次のように指摘した(凶上修三，1992)。

「麻疹ワクチンでは 20%程度に発熱や発疹がみ

られる。そのため熱性けいれん(ひきつけ)を起

こすこともある。また，麻疹ワクチンは免疫機能

を低下させるので， 他の伝染病(水痘など)に感

染している場合には，これを重症化させる危険が

ある (p.133)J。

IMMRワクチンによる無菌性髄膜炎は，接種後

20~25 日縫ってから発病する 。 直前のことには注

意しても， 1カ月前|までは考えが及ばないのが普

通だから，病院に来た患者を無菌性髄膜炎ど診断

しながら，その患者が 3週間ほど前に MMRを接

種したということには気づかず，退院後になって

MMRの副反応とわかったケースもある (p.1 37~ 

138)J。

(2)被害救済のための実践活動と今後の課題

1 )被害救済の実態解明と援助の必要性について

①M Rワクチンの接種対象者のほとんどは乳幼児

である。子どもたちはたとえ話し言葉を獲得してい

ても，本事例のようにワクチンの副作用被害によっ

て重い障害を受けた場合，自ら被害救済の声を発す

ることが困難となる。その家族も日々の介護に追わ

れ，救済手続きを進めることそのものが鰍しい場合

も多い。

そのうえ，国が被害申請を受けたのちに認定結果

を出すまでに数年以上が費やされ，そのあいだ被害

児童や家族は何の援助も受けられないという実態が

ある(田中真介， 1996)。本事例でも 2007年 4月の

ワクチン接種から 2011年 8月の県による被害救済決

定までに 4年 4カ月以上もの時間がかかった。救済

制度および運用方法の抜本的な改善が必要である。

②今回の事例では，被害児童の家族のほかに，関

係者らが貴重な コーディネータ一役として保護者ら

の救済手続きを援助した。また医学や法学の専門家

が公正な鑑定を担当した。このようなコーディネー

ターの役割を担ってきめ細やかな救済活動を手助け

していくことのできるスタッフど専門家チームを，

公的な医療行政のシステムの中に位置づけ，国 ・自

治体は単に被害申請を受動的に待つだけで、なく，能

動的 ・探索的な調査と救済活動を展開していくこと

が重要であろう。

③本事例の救済の実現によって， 20日年 7月以

後， M Rワクチンの添付文書が改善 され， 1重大な

副反応」として「脳炎 ・脳症があらわれることがあ

るので，観察を十分に行い，異常が認められた場合

には， MRI等で診断し，適切な処置 を行うこと」

ど明確に記載された。本件が，個人の救済の実現に

とどまらず，広くワクチン接種の普遍的 ・恒久的な

安全対策に活かされ，今後のワクチン接種をより安

全に実施させていく 貴重な先駆的な事例どなった。
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2)今後の被害救済のあり方について

①(被害の実態把握の必要): 1994年(平成 6年)

の法改正によって，予防接種法第 l条には，本法の

目的として， I予防接種による健康被害の迅速な救

済を図る」ことが明記された。 しかし多くの被害が

見落とされており， 実際の被害者は|茎|・厚生労働省

に被害認定された人たちの 10~20 倍以上に上るど

の指摘がある(藤井俊介， 1999，田中真介，1999)。

栗原敦 (2008)は，おたふくかぜワクチンを仔1)と

して，実際に副作用被害を受けている子どもたちが

どれくらいいるのかを解析した。ワクチン接種後に

「入院を要する無菌性髄膜炎の発生率は 1，200分の

1J (現行のワクチン添付文書)であることから I 1.:1:¥ 

生数ど接種率をもどに，年間の被害者数は 200人以

上に達すると惟定される。 しかし実際には，被害の

認定件数は年間 10~40 人に過ぎなし、。 このこどは，

本来認定されて救済されるべき被害者のうち 5~

25%程度しか救済されておらず，被害を受けた多数

の子どもたちが見逃されていることを示している。

MRワクチンの副反応の発生率も，おたふくかぜ

ワクチンと同程度と仮定すれば，実際に被害を受け

ている児童は年間 500人以上に達すると推定され

る。 しかしながら，例えば 2007年度の「副反応集

計報告」に挙げられている MRワクチン接種による

「副反応報告の総数」は 138人であったことから，

被害児童全数のうち現実に救済されたのは 20~

30%以下にとどまっているおそれがある。接種から

2~3 週間たったあとの発熱などを保護者がワクチ

ンの副作用被害と思わずに被答申請をしていない例

も含めると，被害児童の実数は，さらに多いと推定

できょう 。潜在する被害児童を発見し，被害を受け

た子どもたち全員を確実に把握し援助の手を差 しゃl'

べていくことが急務である。

②(被害救済システムの総合的な充実の必要) 現

在の予防接種被害の救済制度では，ワクチン接種後

に生じた諸症状に対して医療費の支給がなされるだ

けである。 そのような現状に対して， 1主l上修三

(1992)は， I予防接種の考え方Jp. 138~ I副反応の

救済」のところで， I救済は金銭給付で終わっては

ならなし、。被害者の生活，教育，労働を保障するよ

うな援護がなくてはならない」ど指摘した。

3) 人間的価値の実現を保障する援助の必要性

田中真介 (2007)は，I予防接種被害の実態をとら

えた被害者 ・家族への総合的な援助の必要性」を提

起し，次のように述べている。

「母親は，健康なわが子が病気に，限患しないよう

にと国の制度に従って予防接種を受けさせた。 しか

し，それによって，その子が重度の障害を負う。原

因はワクチンを接種した側にあるのだが，母親は自

分が受けさせたとして自責の念をもち続ける場合が

少なくなし、。母親をはじめとする家族へのていねい

な心理的・社会的な援助を行う必要がある。」

「また，接種被害による重い知的発達障害やてん

かんの併発などの重度重複障害のために，被害児は

日常生活そのものが困難どなり，全面的な介助が必

要となるケースが多い。そのうえ，被害児は年を重

ねるにつれてさらに障害が重くなっていく傾向にあ

る。両親は自分より体の大きくなった寝たきりのわ

が子を，生涯にわたって介護しなければならない。

家族の身体的 ・心理的 ・経済的負担割陸滅する支援

策の充実が望まれる。 しかし，医療被害への救済制

度は十分どはいえない。国は，予防接種被害を防止

するための理念ど政策を示すどともに，被害者とそ

の家族に対して，生涯にわたる必要かつ適切で、心の

こもった公的な救済を行っていく必要があろう」。

これらの指摘を踏まえて，医療被害の救済にあ

たっては，新たに次のようなr{J~点から救済システム

の内容 ・方法 ・制度設計 ・社会的諸条件等を検討

し， 今後さらに改善 してし、く努力が必要と考える。

本研究をもとに，今後のよりよい制度設計の観点ど

項目を例示する。

・構造面:①医学的 ・生理学的(例・身体的な健

康被害への医療援助)，②心理的(例:精神的な健

康被害への心理的援助 家族支援)，③社会的

(例・療育制度の利用，学校教育 ・社会生活の援助

など)。被害を受けた児童お よびその家族への多面

的 ・社会的な援助を充実させる視点である。

.時間面:①過去.ワクチン接種によってこれま

でに受けた被害への補償ど援助，②現在・療育生活

の維持 ・充実のための援助，③将来.今後の生活基

盤の確保ど自己実現のための援助。被害を受けた児

童およびその家族を過去から現在，そして生涯にわ

たって援助する視点である。

.価値面 ①医療保障(健康価値)，②生活保障

(生活{iUi値)，③潜在的可能性 (capability)の発達保

障(人格価値の実現)(Sen， 1992)。 これまで人類が
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獲得してきた健康・生活・人格価値などの豊かな人

間的な価値を尊重し，被害を受けた児童がどんなに

重い後遺障害を担っていても，これらの価値を 自ら

の人生の中で実現していけるような新たな救済制度

および社会保障制度を構築し，充実した被害救済の

実践活動を展開できるようにしていくことが重要で

あろう 。

ワクチン接種によって受ける被害は健康面に限定

されない。心身の健康への被害の救済だけで、なく，

今後の生活ど自己実現を保障する社会的援助が不可

欠である。 さらに，被害を受けた児童が現状でどん

なに重い障害を負っているどしても，その子の潜在

的な可能性を将来にわた って十分に開花させるあら

ゆる取り組みが公的に展開されていく必要がある。

それ自体が，医療行政そのものの潜在的可能性を花

聞かせることにつながるだろう。今後の社会保障シ

ステム，その中での予防接種被害救済の制度設計を

基本から 見直 し，すべての子どもたちの生命 ・健

康 ・発達を尊重し保障していくことが期待される。
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